
女性の職業選択に資する情報の公表について（平成３０年度） 

 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）第 17 条の規定に基づき、

女性の職業選択に資する情報を公表します。 

 

平成３０年度 採用した職員に占める女性職員数       単位：人 

職種 一般行政 土木技術職 消防士 幼稚園教諭 計 

女性 ４ ０ ０ ４ ８ 

男性 ７ １ １ １ １０ 

計 １１ １ １ ５ １８ 

 

平成３０年度 採用試験の受験者に占める女性受験者数                単位：人 

職種 一般行政 土木技術職 建築技術職 保健師 保育士 消防士 幼稚園教諭 計 

女性 ５９ ０ ０ １５ １４ ０ １５ １０３ 

男性 ８７ １ １ １ ０ １１ ２ １０３ 

計 １４６ １ １ １６ １４ １１ １７ ２０６ 

 

平成３０年度 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

管理職数 女性管理職数 登用率 

１６２人 ４７人 ２９．０％ 

 

平成３０年度 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

 職員数 女性職員 登用率 

部長級 １７人 ０人    ０％ 

課長相当職 ５６人 １３人 ２３．２％ 

副課長級 ８９人 ３４人 ３８．２％ 

係長級 １７４人 ６０人 ３４．５％ 

 

 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号）（抄） 

 （特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第十七条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期

的に公表しなければならない。 

 


